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地域から信頼され、明るく活気溢れる最先端工場を目指しています

11
月
の
水
道
検
針

　

効
率
的
に
検
針
で
き
る
よ
う
、

次
の
点
に
つ
い
て
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。
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水
道
料
金
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お
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払
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▼
基
本
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金

　

使
用
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量
に
か
か
わ
ら
な
い
料
金

▼
水
量
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金

　

使
用
水
量
に
応
じ
た
料
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▼
納
期
限

　
▽
現
金
払
い　
奇
数
月
の
月
末

▽
口
座
振
替　
奇
数
月
の
25
日

水
道
料
金
の
口
座
振
替
制
度

　

金
融
機
関
で
口
座
振
替
の
申
込

み
を
す
る
と
、ご
指
定
の
預
金
口
座

か
ら
自
動
的
に
水
道
料
金
が
支
払

わ
れ
ま
す
。各
取
扱
金
融
機
関
へ
、

金
融
機
関
届
出
印
鑑
と
通
帳
を
持

参
し
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

【
取
扱
金
融
機
関
】

　

東
邦
銀
行
、
福
島
さ
く
ら
農
協
、

　

大
東
銀
行
、
福
島
銀
行
、
郡
山

　

信
用
金
庫
、
東
北
労
働
金
庫
の

　

本
店
・
各
支
店
お
よ
び
郵
便
局

■問
企
業
局
水
道
・
宅
造
グ
ル
ー
プ

　

☎
０
２
４
７
‐
62
‐
２
５
０
０

水
質
検
査
結
果
の
お
知
ら
せ

　

企
業
局
で
は
、
安
全
・
安
心
な

水
道
水
を
供
給
す
る
た
め
、
水
道

法
で
定
め
ら
れ
た
水
質
検
査
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
も
、
す

べ
て
の
検
査
項
目
に
お
い
て
水
質
基

準
を
満
た
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
町
Ｈ
Ｐ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
検
査
種
別
・
基
準
項
目

▽
原
水
・
39
項
目

　
▽
浄
水
・
51
項
目
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田
村
地
域
有
機
農
業
相
談
会
を

開
催
し
ま
す

　

有
機
農
業
に
興
味
が
あ
り
、
栽

培
方
法
や
有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
制
度
な
ど

を
知
り
た
い
方
を
対
象
と
し
た
個

別
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
お
気

軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■時
11
月
25
日
（
火
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時

■所
福
島
県
三
春
合
同
庁
舎
１
階

営
農
相
談
室

　
（
三
春
町
大
字
熊
耳

字
下
荒
井
１
７
６
‐
５
）

■〆
11
月
18
日
（
火
）

問
・
申

　

福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
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機
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M
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三春の里ベクレルセンター

区　分 総検体数 100ベクレル以下 100ベクレル超 最大値（ベクレル /㎏）
野　　菜 46

7
1
0
1
4
0
1
60

46
7
1
0
1
4
0
0
59

0
0
0
0
0
0
0
1
1

※
豆　　類 ※

※山　　菜
き の こ ※
穀　　類 ※
果　　実 ※
加工食品 ※
そ の 他 1047
合　　計

一般食品の基準値：100ベクレル/kg（平成24年4月1日から）

◆三春の里ベクレルセンターは、公的認証機関ではないため、
簡易検査として実施しています。　

◆測定結果は町で記録・公表するほか、放射線対策のため国県
に提供します。

◆これらの検体は、個人が自家用に使用するためのものであり、
産地が必ずしも三春町であるとは限りません。

■食品中の放射性物質の傾向
〇山菜を除いて、ほとんどのものが 20ベクレル /kg（検出
　限界値）未満です。
〇きのこ類では、野生きのこが基準値を超えていることが多
いです。
〇一般食品の基準値は100ベクレル /kgです。基準値を超
えるものは摂食を控えた方が良いでしょう。

※ 検出限界値 20 ベクレル/ ㎏未満

問 住民課 生活環境グループ ☎ 62-2147
〈区分の例示〉
野　菜／キュウリ、ナス、ピーマン、ニンジン、タマネギ、等
豆　類／枝豆、シシトウ、インゲン等
山　菜／フキノトウ等

きのこ／サクラシメジ、ヒラタケ、シイタケ、ホウキタケ、コウタケ、マツタケ、シロシメジ、チャシメジ、ナメコ等
穀　類／玄米、白米、小麦粉等
果　実／キウイフルーツ、りんご、柿等
加工食品／干柿、梅干等　　　　　　　　その他／猪肉等

※測定結果は、あくまでも参考であり、これを出荷および摂取
制限等の根拠とするものではありません。

※農家が生産し出荷している農産物は、県のモニタリング調査
で管理されており、基準値を超えるものが流通・販売される
ことはありません。

- 食品等の放射性物質（セシウム）検査結果 -
期間：2025（令和7）年7月1日～9月30日


